
平成１６年４月１日規程第３８号

独立行政法人国立病院機構寄附受入規程

（目的）

第１条 この規程は、独立行政法人国立病院機構（以下「国立病院機構」という。）が

受ける寄附金品の会計経理について適正を期することを目的とする。

（寄附受入の原則）

第２条 国立病院機構は、独立行政法人国立病院機構法（平成１４年法律第１９１号。

以下「機構法」という。）第１５条第１項各号に規定する業務に対する寄附に限り、

これを受けることができる。

２ 寄附金品は、理事長又は院長（以下「寄附受領者」という。）において受領するも

のとする。

（寄附受入の条件）

第３条 国立病院機構は、寄附をしようとする者が次の各号に掲げる条件を付したとき

は、寄附を受け入れることができない。

一 寄附により取得した財産を無償で寄附者に譲与または貸与すること

二 寄附による研究の結果得られた知的財産等を寄附者に譲渡し、または使用させる

こと

三 寄附金品の使用について、寄附者がその会計を検査すること

四 前各号に掲げるもののほか、寄附をしようとする者が国立病院機構に対してその

他の反対給付を求めること

五 寄附の申込み後に、寄附者の意思により、寄附金等の全部または一部を取り消す

ことができるもの

２ 前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものは受け入れてはならない。

一 寄附金品の受け入れに伴い、国立病院機構の経費支出が著しく増大するおそれの

あるもの

二 独立行政法人国立病院機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成２７年規程

第６３号）第２条に規定する反社会的勢力からのもの

三 法令により寄附が禁止されている者からのもの

四 その他理事長が適当でないと認めるもの



（寄附の受入）

第４条 寄附受領者は、様式１に定める寄附申込書により寄附の申込みを受けるものと

する。ただし、他の方法により内容が確認できる場合はこの限りではない。

２ 寄附受領者は、第３条に定める条件に該当し、寄附を受けることが適当でないと認

めたときは、様式２に定める寄附辞退書を寄附申込者に送付するものとする。ただし

、他の方法により内容が確認できる場合はこの限りではない。

（寄附の受領）

第５条 寄附受領者は、寄附金品を受領したときは、寄附者に対し様式３に定める寄附

受領書を送付するものとする。ただし、他の方法により内容が確認できる場合はこの

限りではない。

２ 寄附受領者は、寄附受入台帳を備え、寄附金品を受領した場合には速やかに記録す

るものとする。

３ 前項に規定する寄附受入台帳には、寄附申込書に記載された事項及び寄附の使途そ

の他必要と認められる事項を記録するものとする。

（寄附の使用）

第６条 寄附金品は、寄附の目的に従い適切に使用しなければならない。

（寄附金の目的の変更）

第７条 目的を指定した寄附金について、寄附金が使途に沿って使用できないこととな

った場合に、様式４に定める寄附金使途・目的変更同意依頼書により寄附者の同意を

得たうえで他の目的に変更することができる。ただし、他の方法により内容が確認で

きる場合はこの限りではない。

（報告）

第８条 院長は、受領した寄附金品の実績を理事長に報告するものとする。

２ 寄附受領者は、寄附者から当該者の寄附金品の利用状況について照会があったとき

は、その利用状況を当該者に対し、速やかに報告するものとする。

（その他）

第９条 寄附金品に係る会計経理については、この規程に定めるもののほか、独立行政

法人国立病院機構会計規程（平成１６年規程第３４号）その他国立病院機構の関係規

程等の定めるところによるものとする。



附 則

（施行期日）

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

（施行期日）

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。

（施行期日）

この規程は、平成３０年１２月６日から施行する。



様式１

平成 年 月 日

理事長又は院長 殿

寄附者 住所（主たる事務所の所在地）

氏名（名称・代表者） ,

電話 ×××（×××）××××

寄 附 申 込 書

下記のとおり国立病院機構に寄附します。

記

一 寄附の目的

二 寄附金品の名称、数量及び価格（金銭にあっては、金額）

三 寄附の予定年月日 年 月

四 寄附の方法

五 その他

備考

１．「四 寄附の方法」については、金銭の金融機関振込、寄附品の現物寄附等ご寄附いただく

方法をご記入ください。

２．ご寄附に条件等がございます場合には、「五 その他」にご記入ください。



（裏面）

独立行政法人国立病院機構寄附受入規程《抄》

（寄附受入の条件）

第３条 国立病院機構は、寄附をしようとする者が次の各号に掲げる条件を付したときは、寄附を受

け入れることができない。

一 寄附により取得した財産を無償で寄附者に譲与または貸与すること

二 寄附による研究の結果得られた知的財産等を寄附者に譲渡し、または使用させること

三 寄附金品の使用について、寄附者がその会計を検査すること

四 前各号に掲げるもののほか、寄附をしようとする者が国立病院機構に対してその他の反対給

付を求めること

五 寄附の申込み後に、寄附者の意思により、寄附金等の全部または一部を取り消すことができ

るもの

２ 前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものは受け入れてはならない。

一 寄附金品の受け入れに伴い、国立病院機構の経費支出が著しく増大するおそれのあるもの

二 独立行政法人国立病院機構反社会的勢力への対応に関する規程（平成２７年規程第６３号）

第２条に規定する反社会的勢力からのもの

三 法令により寄附が禁止されている者からのもの

四 その他理事長が適当でないと認めるもの



様式２

平成 年 月 日

寄附申込者氏名（名称・代表者）殿

理事長又は院長 ,

寄 附 辞 退 書

平成○年○月○日貴殿より当国立病院機構に対し、ご寄附のお申し出を賜りましたことに深く感謝

いたします。

さて、貴殿からお申し出を賜りましたご寄附につきましては、貴殿のご厚意に対し甚だ恐縮ではご

ざいますが、謹んでご辞退申し上げますので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。



様式３

平成 年 月 日

寄附者住所

寄附者氏名（名称・代表者）殿

住所

病院名 理事長又は院長 ,

寄 附 受 領 書

この度はご寄附を賜り誠にありがとうございました。

平成○年○月○日下記のとおり受領いたしましたことをここに証します。

記

寄附金品の名称、数量及び価格（金銭にあっては、金額）

参考

国立病院機構は税制で定めのある「特定公益増進法人」（独立行政法人通則法第２条第１項

に規定する独立行政法人）です。



様式４

平成 年 月 日

寄附者氏名（名称・代表者）殿

理事長又は院長 ,

寄附金使途・目的変更同意書

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、早速ですが今般、貴殿から頂戴した寄附金の使途・目的を下記のとおり変更いたしたく、ご

同意くださるようお願いします。

なお、同意のうえは本文下部の、寄附金使途・目的変更同意確認欄に記名捺印のうえ１部をご返送

願います。

記

当初の寄附金の目的

変更しようとする使途・目的・金額

寄附金が使途に沿って使用できなくなった理由

その他参考となる事項

【寄附金使途・目的変更同意確認】

上記の寄附金の使途・目的変更について、同意することを確認します。

平成 年 月 日

氏名 ○ ○ ○ ○ 印


